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開示の実施について,(事務連絡）

）

最高裁判所事務総局秘書課

〆

‘ あなたから開示の実施の申出がありました、

のとおり写しを交付します。

記

次の文書番号の開示通知書記1記載の文書

下記の司法行政文書について、別添I

最高裁秘書第312．4号

'

(担当）秘書課（文書開示第二係） 電話03 （4233）5240（直通）
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（刑事）

●性的姿態等撮影未遂被疑事件において接見等禁止の裁判に対する準抗告を棄却した原決定に

刑訴法81条、426条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

（令和7年（し）第672号・令和7年8月14日 第三小法廷決定 その他）
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◎記事一・・一-一-－－－－．－…一…----.-…-.一・一一一・一一…--．……･一…一一-－－－
●沖野眞已氏最高裁判所判事に就任

●広報テーマ（10月分）

●叙位・叙勲（6月分、死亡者のみ）

●人事異動（8月2日～8月19日）
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●民事執行規則等の一部を改正する規則について

●民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続

に関する規則等の一部を改正する規則について
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令和7年9月1日 第1869号裁 判 所 時 報

しかしながら、本件は、事案の性質、内容をみる限

り、被疑者が被疑事実を否認しているとしても、勾留

に加えて接見等を禁止すべき程度の罪証隠滅のおそれ

があるとはうかがわれない事案であるから、原審は、

原々裁判が不合理でないかどうかを審査するに当たり、

被疑者が接見等により実効的な罪証隠滅に及ぶ現実的

なおそれがあることを基礎付ける具体的事情が一件記

録上認められるかどうかを調査し、原々裁判を是認す

る場合には、そのような事情があることを指摘する必

要があったというべきである。

そうすると、子の上うな事情があるこ）今_斉塵何ら指摘

するこしたく原々裁判券是認Lた原決定には、刑訴法

_8-1条 426条の躍釈滴用を誤った違法があり、こ

れが決定に影響存逓ぽし‐原決岸葬取り消さなければ

芸しく正義に后すると認められろ。

よって、刑訴法411条1号を準用して原決定を取

り消した上、同法434条、426条2項により、本

件を松山地方裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員

一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 平木正洋 裁判官 林 道晴 裁判官

渡辺惠理子 裁判官 石兼公博）

裁判例

刑事 申

◎性的姿態等撮影未遂被疑事件において接
見等禁止の裁判に対する準抗告を棄却し
た原決定に刑訴法81条、426条の解
釈適用を誤った違法があるとされた事例

件名 接見等禁止の裁判に対する準抗告棄却決定に

対する特別抗告事件

最高裁判所令和7年（し）第672号

令和7年8月14日 第三小法廷決定 その他

申立人 甲

原 審 松山地方裁判所

主 文

原決定を取り消す。

本件を松山地方裁判所に差し戻す。

理 由

本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、事案

を異にする判例を引用するものであって、本件に適切

でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、

刑訴法433条の抗告理由に当たらない。

所論に鑑み、職権で判断する。

本件被疑事実の要旨は、「被疑者は、正当な理由が

ないのに、令和7年5月9日午後7時28分頃から同

日午後7時33分頃までの間、ひそかに、愛媛県西予

市内のアパートに居住する女性に対し、同アパートの

浴室窓から携帯電話機を浴室内に向けて差し入れ、同

人の性的な部位等を撮影しようとしたが、同人に気付

かれたためその目的を遂げなかった」というものであ

る。

被疑者は、令和7年8月1日に勾留され、原々審は、

同日、検察官の請求により、被疑者と弁護人又は弁護

人となろうとする者等以外の者との接見等を禁止する

旨の裁判をした。これに対し、弁護人が本件準抗告を

申し立てた。

原決定は、本件被疑事実の性質、内容、被疑者の供

述状況及び供述内容からすれば、被疑者が、罪体や重

要な情状事実について、関係者と通謀するなどして罪

証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があり、これ

を防止するためには、刑訴法39条1項に規定する者

以外の者との接見等を禁止する必要があると認められ

るから、被疑者の母を含めて接見等を禁止した原々裁

判の判断は正当であるとして、本件準抗告を棄却した。
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裁 判 所 時 報 令和7年9月1日 第186．9号
I

記事
｢法の日」週間I 10/1

▼

10/7
◎沖野眞已氏最高裁判所判事に就任 ｢法の日」週間行事で、

法を身近に感じてみませんか？

内閣は、7月24日沖野眞已氏を最高裁判所判事に

任命し、同日皇居において、認証官任命式が行われた。

〈略歴〉昭和61年10月司法試験合格、平成11

年4月学習院大学法学部教授、平成19年4月一橋大

学大学院法学研究科教授、平成22年10月東京大学

大学院法学政治学研究科教授（令和7年4月研究科長、

法学部長）、令和3年法務省法制審議会家族法制部会

委員、同担保法制部会委員、令和4年4月最高裁判所

司法修習委員会委員、令和5年4月最高裁判所民事規

則制定諮問委員会委員、令和6年4月法務省法制審議

会民法（遺言関係、成年後見等関係）部会委員、同年

6月最高裁判所下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員

'0月｜日は
「法の日」です。

｢法の日Jは､国民の皆さんに､法の役割
や重要性について考えていただくきっかけ

になるようにと､昭和35年に政府によって、

｢国をあげて法の尊重､基本的人権の擁護、

社会秩序の確立の精神を高めるための日」
として定められました。

鍋，恥
裁判所､法務省､検察庁及び弁護士会では、

10月1日からの1週間をr法の日｣週間とし、

毎年､各種の行事を実施しています。
ぜひご参加いただき､法や裁判所を身近に
感じてください。

◎広報テーマ(10月分）

国際知財司法シンポジウム2025
judi biai~SmOSi lMw on Intei leCtuaI Property/10KYO2025(JSIP2025)

知財紛争解決の潮流-Y知財高裁20周年の節目に～

【開催日】2025年（令和7年〉10月23日（木）、10月24B (金）
【プログラム】
10日23日（木）13：30－－18210

主催者合同企画

J鴻演(知財高裁･知財行政の20年の歩み）
②パネルディスカッション（知財分野の国隠的動向、知財分野の専門裁判所が果たす役割）

法務省パート
パネルディスカッション（知的勘産権優害八の対蹟に関する各国の経験の共有〉

10旦24白イ余）1劃2コ0～189 05

特好庁パート
パネルディスカッション（各国・地城の審判関連の知財行政）

栽判所パート
パネルディスカッション(露動する時代とこれからの知財司法）

【登壇予定者】
日本､欧州、卦懇､”、牛観及びASEAN鮪園の樋判官･弁餓士･審判官･弁藩士帯の実癖
【倉鱈】日本鱈･英蕗(嘩鯛

◎叙位・叙勲（6月分、死亡者のみ）

別紙「叙位・叙勲（令和7年6月、死亡者のみ）」

のとおり

◎人事異動

横浜地方裁判所判事

広島高等裁判所判事 奥 俊彦

広島高等裁判所判事

広島地方・家庭裁判所福山支部判事 大久保俊策

（以上8月2日）

東京高等裁判所判事

事務総局デジタル審議官付参事官兼民

事局参事官兼行政局参事官兼家庭局参

事官 内田哲也

事務総局デジタル審議官付参事官兼民事

局参事官兼行政局参事官兼家庭局参事官

事務総局デジタル審議官付兼民事局付

兼行政局付兼家庭局付 水木 淳

事務総局デジタル審議官付兼民事局付兼

行政局付兼家庭局付

事務総局民事局付兼デジタル審議官付 山田一哉

事務総局民事局付兼デジタル審議官付

東京地方裁判所判事 森 文弥

I ｼﾝﾎｼｳﾑ檀要
2017年（平成29年）にスタートし、知財紛争に関する司法判断や近時の知財トピッ

クについて、各国の法■関係者や審判富等が槙擬戴判やディスカッションを行ってきました。
我が国の知財創厩はもとより、世界各国の削度や通用に関する■爺串憤を提供するイベン
トとして、毎回大変多くの方に御侯加いただいております．
知猷恵蘇睡寸20周年を迎え、9回目の開催とはる今回のプログラムでは、欧米及びアジ
ア賭国のゲストどともに、知財紛争解決に閲するテーマについてディスカッション等を行い
ます．

ー 蚤澆一

議弁I畦舎鰹2“堂ｸﾚｵ 雪”＝垂｜｜“鵬侭珂

淵鮒錦Imib…'毒尋髻|ｲﾝ麹駕",』:嚇
- －－」 いず､の”恥って､.･ロヮ茎”ｲﾄ"ら
避畠微蛎､ …趣等癖掘、と一匁一一一一一一J早飼の■”必準ぢりゆず、

蝋1灘町貝蕊罵雛;謡土知財亭ツト 金堅飢､て率良側…皿としてタプレ ト竃ふを貸し出します

~‘6.J9,配幽89101曲v凸韓』｡

ー
”閤及会．＝竺力換郷 函民爽転センター、世界知感有櫨“《WIm）日本事箇希．日本

鍵
綬鋼団体連合会、日……#心唖樫会、巳本潤エ会遥所、日本知的財厘揖会．B本日目掻典操
禰《分旬ﾂ師7偲9s唾7
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令和7年9月1日 第1869号裁 判 所 時 報

東京地方裁判所判事

事務総局総務局付兼人事局付 綿引朋子

事務総局総務局付兼人事局付

東京地方裁判所判事 遠藤安希歩

東京地方裁判所判事

事務総局家庭局付兼デジタル審議官付 瀧澤孝太郎

事務総局家庭局付兼デジタル審議官付

東京地方裁判所判事 ノ 大久保陽久

（以上8月4日）

東京高等裁判所判事

司法研修所教官 樋口真貴子

同 小西慶一

同 結城真一郎

同 佐藤 傑

東京地方裁判所判事

司法研修所所付 高橋 有

司法研修所教官

東京地方裁判所判事 森川さっき

同 郡司英明

同 木口麻衣

同 志田健太郎

（以上8月5日）

依願退官

仙台高等裁判所判事 鈴木桂子

（8月8日）

定年退官

長野地方・家庭裁判所松本支部長 内山梨枝子

（8月11日）

長野地方・家庭裁判所松本支部長

東京高等裁判所判事 吉田光寿

（8月12日）

定年退官

松戸簡易裁判所判事 堀井 律

名古屋地方裁判所判事補 伊東大地

（以上8月15日）

松戸簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事 羽生康博

（8月16日）

名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部判事補

宇都宮地方・家庭裁判所判事補 大森隆司

定年退官

・ 福岡高等裁判所判事 松藤和博

（以上8月18日）

福岡高等裁判所判事

長崎地方・家庭裁判所長 岡部 豪

長崎地方・家庭裁判所長

大阪高等裁判所判事 金地香枝

（以上8月19日）

｜必弓、
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裁 判 所 時 報 令和7年9月1日 第1869号

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取

り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規

則
第
十
一
号
）
が
、
令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促

手
続
、
人
事
官
の
弾
劾
の
裁
判
の
手
続
、
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識

別
符
号
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
附
則
第
一
条
に
よ
り
、
第
三
条
の
規
定
及
び
第
四
条
中
民
事
事
件

等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
附
則
を
改
正
す
る

規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
規
定
は
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
二
十
四
日
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

◎
民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
八
月
二
九
日
公
布

最
高
裁
判
所
規
則
第
一
○
号
）

民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
が
、

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
活
用
等
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に

伴
い
、
公
証
人
が
執
行
文
を
付
与
す
る
手
続
、
公
正
証
書
の
送
達
等
に
関
し
、
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取

り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

《
民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

規
則
Ⅱ
別
添
１
の
と
お
り

最
高

裁
判

所
規

則

◎
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取

り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
七
年
八
月
二
九
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

規
則
Ｉ
別
添
２
の
と
お
り

4
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裁判所時報第1869号 別添1

◎
最
寓
哉
判
所
規
則
第
十
号

民
亭
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

最

一

掬
裁

判
所

民
事
執
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

｛
民
事
執
行
規
則
の
‐
一
部
改
正
）

〆

第
一
条

民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
妃
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
対
象
規
定
』
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
機
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

第
十
七
条

〔
略
］

［
２
～
４

略
〕

副
醐
呵
「
刺
剥
定
に
刈
湖
わ
ら
ず
、
鋼
四
Ｎ
が
法
第
一
一
十

対
凶
翻
珂
。
刺
劃
劃
剴
司
倒
道
制
割
引
加
法
に
よ
り
軌
行
文
を

付
与
和
刻
刷
司
合
に
剛
１
Ｍ
コ
醐
剖
劉
伺
制
剣
Ｈ
司
叫
て
、
肉
‐
の

・
各
号
目
掴
刷
割
矧
引
河
同
頭
じ
、
当
鯛
劉
馴
回
割
判
到
引
柵

圏
型
珂
潮
じ
な
剛
列
国
判
倒
劇
刺
凶
引
１

~1 （
執
行
文
の
園
劇
利
剣
ヨ
ョ

め
る
方
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
執
行
文
の
う
ち
、
債

闘
矧
劃
麹
回
側
割
劉
到
瑚
醐
詞
当
團
司
閣
型
型
判
河
湖
１
Ｊ
閏
剣

電
子
御
分
（
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
に
定

改
正
後

第
十
七
条

［
２
～
４

〔
新
股
］

（
執
行
文
の
国
劇
刺
刺
。

［
同
上
］

同
上
］

改
正
前

三

的
荊
剰
到
召
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鱒
餓
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
対
割
割
引
嗣
副
副
引
到
飼
倒
刊
創
呵
到
司
１

剛
軋
訓
町
鯏
棚
に
よ
劉
掴
劉
酒
瑠
璃
刎
回
呵
伺
関
剖
副
割
到
制

の
を
い
う
１
１
馴
詞
劃
剛
凶
．
『
Ｈ
Ｈ
闘
剖
剃
剖
四
鰯
割
引
利
劉

剛
矧
斜
副
別
到
。
）
・
付
与
の
璃
副
割
引
剛
詞
当
朝
“
咽
公

団
刈
型
司
到
酬
澗
四
十
一
年
損
釧
『
痢
司
笥
詞
ヨ
副
剴
副
詞
四

Ｈ
劉
劃
珂
四
墳
第
一
号
に
定
め
る
措
圏

ゴ
ヨ
側
‐
飼
鯏
刃
河
剖
歯
詞
．
剴
詞
詞
鋼
第
二
項
第
二
号
に
泡

射
る
方
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
執
行
文
の
う
ち
、
公

耐
荊
剣
酉
剰
四
十
四
条
第
一
項
第
二
副
刎
討
画
面
剴
切
詞
園

口
剖
剃
引
劃
剖
割
引
副
刈
羽
到
刊
う
．
》
・
」
付
与
の
年
月
日

呵
耐
劃
剰
到
制
副
四
判
制
劉
則

引
．
飼
項
刷
副
割
司
口
お
け
る
第
一
項
湖
ら
第
三
項
ま
頑
‐
の

（
債
務
名
羅
の
原
本
へ
の
記
入
）

第
十
八
条

裁
判
所
書
配
官
又
は
公
証
人
は
、
桝
制
型
判
引

濁
詞
罰
引
Ｈ
討
劃
翻
到
ゴ
劉
剰
．
割
副
旦
画
瑚
劃
矧
劉
間
目
勾
引

剃
司
弓
呵
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
謂
飼
司
引
執
衛

文
に
」
と
あ
る
の
因
１
１
斗
面
。
割
羽
罰
．
Ｊ
罰
回
剖
璽
判
珂
引

剛
型
型
酬
矧
制
劉
周
朝
刊
割
と
と
も
に
１
昌
墹
項
第
二
号
幅
‐
規

き
ば
、
債
務
名
艇
の
原
本
に
そ
の
旨
、
付
与
の
年
月
日

及
び
執
行
文
の
通
数
を
記
敏
し
、
並
び
に
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
餓
各
号
に
定
め
る

事
項
を
配
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
三

略
〕

； 定
す
る
付
硬
剖
分
に
」
と
す
る
‐

を
付
与
し
た
と

（
債
務
名
義
の
原
本
へ
の
記
入
》

第
十
八
条

銭
判
所
害
配
官
又
は
公
征
人
は
、
劉
制
Ⅶ
刺
を

付
与
し
た
と
き
は
、
債
務
名
義
の
原
本
に
そ
の
旨
、
付

与
の
年
月
日
及
び
執
行
文
の
通
数
を
記
載
し
、
並
び
に

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
餓
各

号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
般
〕

［
｜
～
三

同
上
］

四 三



1．
鰯 国

難
；

き

債〃

務

者
の

［
２

略
］
．

（
公
征
人
法
則
呵
画
則
刈
鯛
創
．
制
到
の
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
執
行
証
嘗
の
正
本
等
の
送
達
方
法
）

第
二
十
条

公
証
人
法
剰
刺
「
制
八
銅
劇
．
劃
劉
の
最
商
裁
判

所
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
項
及
胡
倒
剥
調
判
酬
日
痢

廿
刎
。
割
可
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
公
証
人
に
よ

る
送
達
、
執
行
官
に
よ
る
送
達
及
び
公
示
送
達
と
す
る

い
う
。
）
を
使
用
し
て
当
鮫
描
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通

矧
‐
劃
鍋
す
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
送
達
の
申
劃
‐
矧
剖
判

る
こ
と
が
矧
劃
副
利
ｌ

訓
．
例
‐
項
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
送
達
は
、
債
劉

割
刎
圃
劉
目
明
釧
刈
刷
割
司
倒
隅
刎
１
１
列
劃
こ
と
が
到
劃
割

１

■
■
■
■
０

４
第
二
項
の
申
立
も
腱
廻
引
い
て
さ
れ
る
送
達
は
、
債

園
刷
叫
鯛
引
咽
引
鮒
副
鋼
剖
刈
剖
刈
鍋
’
固
劇
創
剣
１
凶

刊
同
利
引
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
囮
ヨ
函
剖
制

る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
債
剰
‐
割
伺

対
し
、
電
子
傭
鞭
処
理
組
織
（
公
圃
‐
刈
飼
使
用
回
‘
鯛
劃

剛
軋
州
洲
劉
樹
と
債
務
獄
‐
刺
慣
用
‐
掴
係
剖
創
割
珂
酬
圃
『
掴
日

剖
則
剣
週
間
回
細
司
樹
調
ｕ
刺
咽
引
澗
綱
畑
画
倒
創
針

翻
割
洲
週
遇
針
剖
剖
園
‐
閏
劇
画
矧
科
圃
鰯
割
測
矧
叫
劃

第
二
十
条

公
柾
人
法

［
２

同
上
］

（
公
旺
人
法
荊
割
国
別
匂
鋼
刎
ゴ
ヨ
詞
「
項
‐
の
最
高
裁
判
所

規
則
で
定
め
る
執
行
証
番
の
正
本
等
の
送
違
方
法
）

定
め
る
方
法
は
、
次
認
剰
湖
臼
第
四
項
ま
で
の
申
立
て
に

基
づ
い
て
さ
れ
る
公
証
人
に
よ
る
送
達
、
執
行
官
に
よ

る
送
達
及
び
公
示
送
達
と
す
る
。

【
新
股
］

〔
新
設
］

一
新
鮫
｝

号
）
第
五
十
七
条
ノ
ー
第
一
項

（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三

の
最
高
裁
判
所
規
則
で

五六

事
項
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
に
備
え

制
剖
判
刺
フ
ァ
イ
川
剖
到
叫
飼
ゴ
覇
割
ｕ
刹
劉
呵
掴
１
剖
匂
剛
酬
罰
刻

制
副
詞
詞
割
引
Ｉ

５
債
務
者
が
執
行
鉦
書
の
作
成
窪
公
証
人
に
蝋
託
す
る

た
め
に
そ
の
役
場
に
出
頭
し
た
と
き
は
、
債
栴
者
は
、

当
政
公
征
人
に
対
し
、
当
鮫
執
行
証
書
に
係
る
公
証
人

法
荊
呵
司
祠
川
鋼
園
．
制
判
に
規
定
す
る
番
類
に
つ
い
て
、

公
正
人
自
ら
が
そ
の
場
で
債
務
者
に
交
付
し
て
す
る
送

達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１６
［
略
］

Ｉ７
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
次
項
及
び
公
柾
人
法
剃

四
十
八
鋼
罰
劃
詞
到
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
解
蝕
法
第

１８
民
事
解
睡
法
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

は
痢
引
詞
劃
判
圃
罰
謝
謝
利
の
送
達
胆
つ
い
て
、
同
法
第
百

百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
達
に
つ

い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
鮭
で
あ
る
と
き
は
、
債
櫓

者
は
、
痢
刮
詞
珂
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、
債
務

も

者
の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
を
管
縮
す
る
塘
方
餓
判
所

（
こ
の
普
通
裁
判
霜
が
左
い
と
き
は
、
餉
求
の
目
的
又

は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け
て
、

そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、
そ
の

書
類
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

刻
債
務
者
が
執
行
証
害
の
作
成
を
公
狂
人
に
嘱
托
す
る

た
め
に
そ
の
役
場
に
出
頭
し
た
と
き
は
、
債
権
者
は
、

当
麟
公
柾
人
に
対
し
、
当
該
執
行
柾
害
に
係
る
公
証
人

法
第
五
十
廿
訓
網
刈
ゴ
制
．
剖
劉
に
規
定
す
る
書
類
に
つ
い

て
、
公
証
人
自
ら
が
そ
の
燭
で
債
務
者
に
交
付
し
て
ず

、
る
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１３
［
同
上
〕

Ｉ４
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
ぺ
き
掲
所

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
次
項
及
び
公
証
人
法
剰

到
型
川
匂
鋼
ノ
ー
鋼
司
詞
到
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
瞬
詮

法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
・
す
ぺ
き
送
達

に
つ
い
て
そ
の
送
逮
が
著
し
く
困
鮭
で
あ
る
と
き
は
、

債
権
者
は
、
剰
訓
。
判
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、

債
務
者
の
普
通
裁
判
癌
の
所
在
地
を
管
鞄
す
る
地
方
裁

判
所
（
黒
の
普
通
裁
判
鰯
が
な
い
と
き
は
、
附
求
の
目

的
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け

て
、
そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、

そ
の
寄
類
の
公
示
送
逮
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

Ｐ
ブ
（
》
＠

列
民
事
解
訟
法
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

は
剰
却
詞
到
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
一
条
か
ら
第

七八



げ
る
文
書
を
除
く
．
）

の
写
し

〔
３
．
４

略
］

（
小
型
幾
舶
の
鏡
売
）

第
百
七
十
七
条
の
二

小
型
船
舶
を
目
的
と
す
る
先
取
特

桶
の
実
行
と
し
て
の
競
売
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
六

条
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
軍
用
す
る
法
剰
司
刷
刊
可
「

鋼
剰
引
刺
昂
珂
．
罰
及
び
第
二
項
並
び
に
法
剃
司
川
型
剖
司

鋼
輌
珂
司
項
副
．
剖
馴
を
除
く
。
〉
の
規
定
を
準
用
す
る
．

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
六
条
第
一
項
中
『
自

動
車
の
本
拠
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

串
用
す
る
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
自
動
車
の
自
動
車

登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
さ
れ
た
使
用
の
本
拠
の
位
腫
（

一
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
”
第
百
五
条
、
第
百
六
条
並

び
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
亭
所
訟

規
則
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
痢
対
刺
へ

の
送
逮
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二

条
並
び
に
同
規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項

の
公
示
送
達
に
つ
い
て
鋪
用
す
る
。

（
担
保
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
等
の

申
立
て
の
方
式
等
）

第
百
七
十
二
条
の
二

［
略
］

２
前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

路
］

二
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
に

係
る
文
害

《
法
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号

に

褐

げ
る
文
香
を
除
く
。
）

の
写
し

［
３
．
必

同
上
］

（
小
室
船
舶
の
競
売
）

第
百
七
十
七
条
の
二

小
型
船
舶
を
目
的
と
す
る
先
取
特

楕
の
実
行
と
し
て
の
競
売
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
六

条
〈
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
剰
司
引
判
可
「

鋼
‐
痢
斗
劇
昌
到
ヨ
罰
及
び
第
二
項
並
び
胆
法
剰
司
川
判
斗
司

鋼
園
．
制
剥
飼
制
割
引
を
除
く
。
〉
の
規
定
を
準
用
す
る
．

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
七
十
六
条
第
一
項
中
『
自

動
車
の
本
拠
』
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
十
七
条
第
一
項
中
『
自
動
車
の
自
動
車

登
録
フ
ァ
イ
ル
に
登
録
さ
れ
た
使
用
の
本
拠
の
位
腫
（

百
三
条
ま
で
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
並
び
に
第
百
七

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
事
酢
舩
規
則
第
四
十

三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
翻
ゴ
コ
列
の
送
達
に
つ

い
て
、
同
法
第
百
十
一
条
及
び
第
百
十
二
条
並
び
に
同

規
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
公
示
送
達

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
担
保
不
動
産
錠
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
等
の

申
立
て
の
方
式
等
）

第
百
七
十
二
条
の
二

［
同
上
］

２
〔
同
上
］

〔
一

同
上
〕

二
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
に

係
る
文
客

（
法
第
百
八
十
一

条
第
一
項
鯛
ヨ
副
引
に
褐

九一○

（
企
業
担
保
槽
実
行
手
鋭
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

企
業
担
保
権
実
行
手
続
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
最
高
餓
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棚
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

取
特
梅
」
と
あ
る
の
は
『
先
取
特
楢
」
と
醜
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）

第
百
九
十
三
条

［
略
〕

２
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
が
情
報
の

挫
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
告
知
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

、
法
第
二
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九

条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
又
は
法
剰
司
刷
刊
呵

備
考

表
中
の

［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
麺
傍
線
を
付
し
た
標
肥
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。

提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
書
龍
官
は
、
申
立
人
及

び
当
該
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
対
し
、
こ
れ

ら
の
文
香
が
提
出
さ
れ
た
旨
及
び
そ
の
要
旨
並
び
に
こ

れ
ら
の
文
書
の
提
出
に
よ
る
執
行
停
止
が
効
力
を
失
う

ま
で
、
当
該
傭
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
債
務
者

の
財
産
に
係
る
傭
報
を
提
供
し
て
は
‐
な
ら
な
い
旨
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
３

略
］

以
下
「
自
励
車
の
本
拠
』
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
小
型
船
舶
の
小
型
船
舶
丑
録
服
簿
に
壁
録
さ
れ
た
船

路
港
」
と
、
第
百
七
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
甑
用
す

三
条
第
一
調
第
二
号
ホ
若
し
く
ば
く

ろ
法
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ

に
掲
げ
る
文
谷
が

中
二
股
の
先

特
楢
』
と
あ
る
の
は
「
先
取
特
指
」
と
醜
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
の
通
知
等
）
．

第
百
九
十
三
条

［
同
上
〕

２
法
第
二
百
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
決
定
が
傭
報
の

提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
告
知
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て

、
法
第
二
百
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
九

条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
第
八
号
又
は
法
荊
討
引
判
打

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
谷
配
官
は
、

申
立
人

及
び
当
骸
憎
轍
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
に
対
し
、
こ

れ
ら
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
旨
及
び
そ
の
要
旨
並
び
に

こ
れ
ら
の
文
書
の
提
出
に
よ
る
軌
行
停
止
が
効
力
を
失

う
ま
で
、
当
駿
情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
債
務

者
の
財
産
に
係
る
情
報
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３

同
上
］

ヨ
ョ
翻
詞
計
項
第
当
倒
矧
君
Ⅲ
引
引
圃
鯛
訓
劃
罰

以
下
『
自
動
車
の
本
拠
」
と
い
う
。
）
』
と
あ
る
の
は

『
小
型
船
舶
の
小
型
船
舶
登
録
原
簿
に
壁
録
さ
れ
た
船

鮪
港
』
と
、
第
百
七
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
濡
す

る
法
痢
｝
司
八
‐
州
ヨ
条
第
一
項
第
四
号
中

に
掲
げ
る
文
書

一二 二
般
の
先
取



（
民
事
再
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

民
事
再
生
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
実
行
の
申
立
）

第
二
条

［
略
］

［
２

略
］

３
申
立
書
に
は
、
企
業
担
保
権
に
関
す
る
到
制
詞
四
割
‐
剖

矧
副
詞
四
国
剛
１
劃
割
詞
醐
封
劉
討
１
闘
制
創
引
珂
詞
割
制
削
哨
刈

刎
刺
銅
瑠
回
Ｈ
「
司
矧
剖
制
罰
咽
判
割
引
引
創
酬
司
劃
創
叫
封
型
到

制
帽
脚
副
制
旬
画
劃
呵
司
劃
剖
剃
、
ｌ
剛
調
釦
別
易
掘
に
よ
る
情

細
畑
副
詞
割
刷
伺
倒
剖
副
制
到
制
刎
斜
副
別
別
１
計
割
引
可
司
司

媚
劇
劃
副
訓
引
州
到
場
合
に
あ
っ
て
閏
１
Ｎ
割
四
刈
料
『
司
劉

備
考

表
中
の
［

］
の
紀
較
は
注
配
で
あ
る
。

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
二
条

〔
略
］

滴
刺
『
判
一
剰
圏
鋼
剃
罰
到
禍
三
号
）
第
四
粕
阿
『
架
第
一
項

鯛
引
ヨ
引
呵
翻
詞
劉
ｌ
及
び
会
社
の
壁
記
事
項
柾
明
書
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

改
正
後

改
正
後

（
実
行
の
申
立
）

第
二
条

［
同
上
］

〔
２

同
上
］

３
申
立
書
に
は
、
企
業
撞
保
指
に
関
す
る
掛
詞
．
四
割
及

び
会
社
の
豊
配
事
項
胚
阻
害
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

《

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
二
条
．
［
同
上
］

改
正
前

改
正
的

一三
や

一四

〈
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

第
三
十
一
条

［
略
］

［
２

略
〕

３
再
生
債
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
残
又
は
終
局
判
決

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

執
行
力
あ
る
債
務
名
終
の
写
し
（
債
翻
剖
到
倒
洲
副
詞
謂
呵

園
剛
割
引
可
到
矧
掴
剖
哨
劃
刎
剖
制
到
河
田
詞
「
剣
国
劇
酬
旦
馴
閏

剖
咽
司
割
劃
叫
制
剴
詞
濁
鋼
罰
割
割
引
司
翻
ゴ
叫
剖
司
鯛
剖
醐
詞
珂

名
綾
〕
ｌ
痢
制
ヨ
副
矧
副
倒
打
引
釧
且
判
明
岡
割
賦
副
軋
Ｊ
１
可

剣
割
刷
到
笥
に
あ
っ
て
匿
■
尿
際
幽
匪
調
ｌ
劇
遡
剰
剛
Ｈ
｜
年

圏
鋼
剃
図
刻
制
ヨ
副
到
剖
剥
凹
引
ゴ
コ
調
Ｊ
州
．
叫
四
翻
刷
鯛
．
詞

［
２
．
３

略
］

４
裁
判
所
は
、
嘗
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提

出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
書
面
に
肥
録
さ
れ
て
い
る

情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
魅
磁
的
記
録
（
趣
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
・
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
腿
戯
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
配
録
で
あ
っ
て

、
趣
子
計
算
懐
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
Ｍ
３
》
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
鱒
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

し
、
当
麟
趣
磁
的
配
録
に
妃
録
さ
れ
た
傭
報
を
電
磁
的

方
法
（
趣
子
傭
報
処
理
組
繊
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
侭
の
技
権
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁

判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
匹
条
）

第
三
十
一
条

［
同
上
〕

［
２

同
上
］

３
再
生
債
禰
が
執
行
力
あ
る
債
藩
名
凝
又
は
終
局
判
決

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

執
行
力
あ
る
債
務
名
錠
の
割
刈
叫
又
は
判
決
書
の
写
し
を

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
．
３

同
上
〕

４
裁
判
所
は
、
害
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提

出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
鮫
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る

情
綴
の
内
容
を
龍
録
し
た
遮
磁
的
配
録
（
危
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
腿
嘩
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
瑳
の
用
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
．
以
下
ゴ
刎
刺
副
Ｈ
掛
川
制
闘
劉
叫
。
）
を
有
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
鱒
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
餓
電
磁
的
記
録
に
配
録
さ
れ

た
情
報
を
危
磁
的
方
法
（
賊
子
傭
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
僧
の
技
術
を
利
用
す
る
方

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め

一五一六



（
会
社
更
生
規
則
の
一
郎
改
正
）

第
四
条

会
社
更
生
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

．

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
．

｛
申
立
て
の
方
式
等
〉

第
一
条

〔
略
〕

［
２

略
］

３
哉
判
所
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
生
裁
判

所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
は
、
替

面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

看
が
当
麟
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
銀
の
内
容
を
腿

録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鹿
厳
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
危
子
計
算
撮
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

剛
Ⅷ
刃
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
饗
が
あ

備
考

表
中
の
［

］
の
寵
敏
は
注
配
で
あ
る
．

等
の
交
付
鰯
『
劃
珂
司
項
‐
鯛
．
号
の
書
面
（
公
田
圃
詞
副
珂

飼
矧
封
剥
．
Ⅵ
叫
到
刺
刺
副
判
詞
鋼
を
出
力
し
た
も
の
に
隅

副
１
司
剖
ｌ
又
は
判
決
書
の
写
し
を
添
付
し
唯
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
４

略
］

［
４

同
上
］

改
正
後

（
申
立
て
の
方
式
等
）

第
一
条

［
同
上
］

［
２

同
上
］

３
裁
判
所
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
生
銭
判

所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
書

面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

者
が
当
較
書
面
に
麗
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
記

録
し
た
亀
磁
的
記
録
（
瞳
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
淫
戯
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
唖
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

副
刎
刺
目
測
呵
叫
可
同
Ｈ
日
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お

改
正
前

一七一八

（
破
産
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

破
産
規
即
（
平
成
十
六
年
最
売
載
判
所
規
則
第
十
四
号
》
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

る
と
鱒
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
駿
危
磁
的

紀
録
に
肥
録
さ
れ
た
備
報
を
電
磁
的
方
法
（
飽
子
傭
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
傭
綴
通
倣
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
戴
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に
提
供
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
４

略
］

（
更
生
債
梅
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

［
略
］

［
２
．
３

略
］

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
蛙
又
は
偽
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

出
害
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
蕊
の
割
Ⅱ
引
く
倒
璃
劉
到
頚

備
考

表
中
の

［
］
の
罷
載
は
注
記
で
あ
る
。

洲
１
画
顛
倒
割
四
鰯
を
も
っ
て
作
醐
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
‐

の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

靭
釧
月
釧
国
劃
咽
刈
利
劃
叫
制
劃
矧
閏
銅
第
四
号
）
第
．
且
到
斗

銅
剣
到
号
に
闘
醗
臨
凹
回
唖
照
開
隙
幽
關
開
囿
圏
）
で
あ
る

劉
剖
副
Ｈ
釧
釧
引
則
四
１
副
割
叫
刈
渕
ｌ
『
副
剖
割
劉
Ｈ
一
年
圏
鋼
叩

潮
制
コ
コ
コ
引
司
剃
剰
劉
刑
ゴ
コ
詞
痢
斗
刺
周
到
引
矧
劇
画
ヨ
判
剖

倒
詞
。
幽
翻
画
風
当
朝
司
測
て
い
る
刺
詞
珂
呵
封
副
剃
副
馴
刈
ｕ

た
も
の
唱
圏
劃
４
Ｊ
Ｊ
１
又
は
判
決
書
の
写
し
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

［
５

略
〕

［
５

同
上
］

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
露
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対

し
、
当
咳
電
磁
的
隠
録
に
妃
録
さ
れ
た
憎
報
を
電
磁
的

方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
彫
す
る
方
法
そ
の
他

の
情
報
通
憶
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
餓

判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
４

同
上
］

（
更
生
債
櫓
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

・
［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
錠
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
腱
規
定
す
る
届

出
香
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
農
の
割
刈
り
又
は
判
決
書

二○ 一九
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の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
愈
磁
的
方
法
に
よ
る
傭
報
の
提
供
等
）

第
三
条

裁
判
所
（
破
産
裁
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
害
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た

者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
書
面
に
配
録
さ

れ
て
い
る
情
維
の
内
容
を
肥
録
し
た
睡
磁
的
配
録
（
鰍

も

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
隠
蹴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
電
子
針
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
・
以
下
同
釧
削
。
）
を
有
し
て
い
る

［
２

略
］

（
破
産
俄
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
略
］

［
２
．
３

略
〕

４
前
項
の
届
出
害
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
Ｌ

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
脇
め
る
と
き
は
、
そ

の
者
に
対
し
、
当
麟
冠
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
憎
報

を
趣
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
購
す
る
方

法
そ
の
他
の
愉
報
通
値
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い

う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
〉

で
あ
っ
て
戟
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に
提

供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
後

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
憎
報
の
提
供
等
）

第
三
条

裁
判
所
（
破
産
裁
判
所
を
含
む
．
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
．
）
は
、
番
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た

者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
蔽
篠
面
に
配
録
さ

れ
て
い
る
情
報
の
内
容
を
配
録
し
た
趣
磁
的
肥
録
（
勉

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
潔
甑
す
る
こ
と
が
で
き
な
・
い
方
式
で
作
ら
れ
る
紀
録

で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
口

）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
蝿

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
咳
電
磁
的
記
録
に

紀
録
さ
れ
た
情
組
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
怖
報
通
侭
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
を
い
う
．
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に

よ
り
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

［
２

同
上
］

．
（
破
産
債
相
の
届
出
の
方
式
。
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

４
［
同
上
］

改
正
前

二一二二

附
則

（
施
行
期
日
〉

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
民
事
関
係
手
続
等
に
お
け
る
情
雑
通
侭
技
播
の
活
用
等
の
推
逃
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
腱

関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
三
号
》
附
則
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
民
事
所
舩
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
郎
改
正
）

第
二
条

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
《
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
・

第
五
条
中
民
事
執
行
規
則
第
二
十
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
配
部
分
に
二
位
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
機
に
掲
げ
る
対
象
規
定
蜜
改
正
後
欄
に
掲
げ

備
考

表
中
の

［
］
の
記
敏
は
注
龍
で
あ
る
。

［
５

略
］

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
一

略
〕

二
破
産
債
権
が
執
行
力
あ
る
偵
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

名
墨
の
覇
‐
ｕ
Ｊ
側
調
副
到
頚
測
面
頚
璃
醐
制
到
函
針
も
っ
て

雁
開
間
閉
園
閑
墜
行
鉦
智
ｌ
司
閏
調
執
行
法
（
咽
制
剖
判
刊

画
劇
叩
濁
鋼
第
四
号
》
第
二
十
一
．
調
痢
詞
馴
刷
劇
罰
判
祠

到
酬
昌
削
山
翻
針
Ⅶ
副
判
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
剰
圏
痢
痢
劃
判
剖
司
矧
「

第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
副
矧
謝
ヨ
四
劃
到
洞
昂
淵
司
倒

飼
劃
璃
劃
測
て
い
る
車
項
呵
對
知
を
出
力
し
た
も
の
に

岡
引
州
剖
Ｊ
１
又
は
判
決
密
の
写
し

［
三

略
］

〔
５

同
上
］

『
一

同
上
］

二
破
産
債
播
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
綻
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

名
装
の
朝
刊
判
又
は
判
決
書
の
写
し

［
三

同
上
］

二三二四



が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
ぺ
き
送
連

に
つ
い
て
そ
の
送
達
承
著
し
く
困
娃
で
あ
る
と
き
は
、

債
権
者
は
、
第
五
項
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、

債
務
者
の
普
通
裁
判
鯖
の
所
在
地
を
管
鞘
す
る
地
方
哉

判
所
（
こ
の
普
通
裁
判
鯖
が
な
い
と
き
城
、
錆
求
の
目

的
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
者
の
財
産

の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
許
可
を
受
け

て
、
そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
風
す
る
執
行
官
に
対
し
、

そ
の
魯
類
の
公
示
送
逮
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

叫
蜘
‐
項
刎
到
ヨ
矧
国
週
は
訓
劉
制
旬
刷
矧
酉
適
例
割
き
書
類

を
保
管
し
、
い
つ
で
も
遡
翻
ヨ
ョ
ョ
刷
る
べ
き
者
に
交
付

制
剖
剃
副
司
針
劃
動
画
列
呵
捌
示
場
に
郷
示
し
て
す
る
“
Ｉ

（
公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
執
行
証
書
の
正
本
等
の
送
達
方
法
〉

第
二
十
条

〔
略
］
．

［
２
～
６

略
］

７
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
剰
判
１
「
列
及
び
公
柾
人

法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
所
訟

法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

ゆ

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改
正
後

（
公
証
人
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
執
行
証
香
の
正
本
等
の
送
達
方
法
〉

第
二
十
条

［
同
上
］

［
２
～
６

同
上
］

７
債
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
ぺ
き
場
所

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
し
く
は
詞
刺
及
び
公
征
人
法
第

四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
舩
法
第

百
七
条
第
一
§
硬
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と
が
で

［
新
殴
］

き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
す
ぺ
き
送
逮
に
つ

い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
娃
で
あ
る
と
き
は
、
侭
権

者
は
、
第
五
項
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、
債
務

者
の
普
通
鮫
判
編
の
所
在
地
を
管
棺
す
る
地
方
裁
判
所

（
こ
の
普
遍
裁
判
鯖
が
な
い
と
き
は
、
鯖
求
の
目
的
又

は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
債
務
春
の
財
産
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
）
の
肝
可
を
受
け
て
、

そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
執
行
官
に
対
し
、
そ
の

書
類
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
前

二五
一 一

一'､

制
墹
鯏
制
剰
呵
翻
捌
岡
剛
１
劃
画
嫡
男
列
割
引
引
剴
が
で
劃
司
掴
Ⅷ
ｄ
ｌ

ｌｎ
民
事
解
舩
法
第
九
十
九
条
第
‐
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
は
第
二
項
又
は
第
五
項
の
送
違
に
つ
い
て
、
同
法

剰
制
刊
祠
刈
劃
勺
ｌ
鯛
百
二
鋼
刎
剴
司
ｌ
鯛
司
ゴ
コ
調
、
第
百
五

条
、
第
百
六
条
並
び
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項

並
び
に
民
事
所
詮
規
則
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条

の
規
定
は
第
六
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
剛
剖
淵
叫
第
四
十

六
条
第
二
項
の
規
定
は
剰
判
劉
到
の
公
示
送
達
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

dl 91第
五
条
中
民
事
執
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。

附
則
第
四
十
七
条
中
民
事
再
生
規
則
第
二
条
の
改
正
規
定
を
削
り
、
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
握
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
肥
較
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
口

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

第
三
十
一
・
条

［
略
〕

［
２

略
］

３
再
生
債
権
が
軌
行
力
あ
る
債
務
名
凝
又
は
終
局
判
決

を
始
め
た
日
か
ら
二
週
間
（
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
送
；

週
倒
剖
訓
叫
て
し
た
公
示
送
達
に
あ
っ
て
は
、
六
週
間
）

剖
詞
函
週
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
調
劃
引
１

第
七
項
の
公
示
送
達
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示

改
正
後

［
斬
股
］

Ｉ

・

８
民
事
解
舩
法
第
百
二
条
第
一
刺
‐
及
び
第
二
項
の
規
定

は
第
二
項
又
は
第
五
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
飼
当
司

司
副
詞
刺
日
園
劉
ヨ
コ
鋼
剖
剰
判
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
並

ゞ
ぴ
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
事
瞬
舩

規
則
第
四
十
三
条
及
び
第
四
十
四
条
の
・
規
定
は
第
六
項

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
〉

第
三
十
一
条

［
同
上
］

〔
２

同
上
］

３
再
生
債
相
が
軟
行
力
あ
る
債
務
名
曇
又
は
終
周
判
決

［
新
陵
］

銅
遡
胡
に
同
剥
則
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
醐
刺
「

の
公
示
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
送
逮
に
つ
い
て
、

改
正
前

岡
溺
第
百
十
「
鋼
副
詞
圏
羽
目
料
。

二八 二七



備
毒

表
中
の

［
］
の
記
載
は
注
配
で
あ
る
。

交
付
等
）
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正
証
書
に
記
録

さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に
限
る
。

）
）
又
は
判
決
密
の
写
し
若
ｕ
ｄ
剖
凶
圃
引
珂
判
渕
創
「
ゴ
因

刺
開
副
剴
酉
痢
引
ヨ
ヨ
型
判
引
。
調
斗
國
笥
詞
判
渕
詞
コ
ー
鯛
一
吸

口
Ｊ
剥
咽
割
引
ｑ
圃
詞
判
劉
劉
司
司
同
由
劃
コ
コ
副
五
十
三
．
調
司

創
測
詞
引
呵
対
型
到
司
創
コ
ヨ
刺
刎
倒
週
画
倒
到
り
フ
ァ
イ
ル
に

飼
鯏
剤
副
判
科
制
刎
に
限
る
。
｝
を
い
う
。
第
四
十
七
条

（
再
生
憤
欄
剣
劇
劉
判
倒
閲
打
刻
劃
珊
飼
刎
劃
罰
調
呵
園
鯛
コ
ー

回
到
司
呵
矧
圃
刊
剴
ｌ
「
倒
劉
蜀
璃
司
測
て
い
る
事
項
を
出
力

す
る
こ
と
口
Ｈ
割
引
燗
劇
ｕ
た
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

。

［
４

略
］

．
〔
４

同
上
〕

執
行
力
あ
る
債
務
名
襲
の
覇
Ⅲ
引
司
側
沼
闘
剰
飼
詞
矧
醗
劉
飼
酉

闘
制
制
当
鞆
鯛
創
副
瑠
岡
剛
圃
閂
用
に
係
る
愈
子
計
算
側
ｌ
司
利

出
力
装
置
を
含
む
。
）
‘
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
フ
ァ
イ
ル
』
と
い
う
。
）

倒
圃
閏
鋼
割
刎
剖
制
司
呵
司
剣
刻
副
割
司
同
劃
剴
て
は
、
当
骸

咽
副
醐
制
圀
函
叫
圃
鰯
剖
副
到
判
別
劃
匝
閑
庖
隅
隅
、
鹿
問
田
目

と
に
よ
刎
息
囚
瑠
ｕ
刹
劉
画
面
４
１
債
務
名
農
が
愈
磁
的
配
峰

を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法
（
昭

和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
》
第
二
十
二
条
（
債
務
名
羅

）
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
柾
害
を
い
う
。
）
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
柾
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
（
公
正
証
書
の
謄
本
等
の

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
香
に
、

執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
割
川
Ⅶ
斗
債
務
名
蕊
が
畦
磁
的

記
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
証
書
（
民
事
執
行
法

（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
（
債
務

名
駿
）
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
旺
書
を
い
う
。
）

で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
柾
人
法
〔
明
治
四
十
一
年

法
律
第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
（
公
正
旺
嘗
の
騰
本

等
の
交
付
等
）
第
一
項
第
二
号
の
害
面
（
公
正
旺
谷
に

配
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に
限

る
。
）
）
又
は
判
決
書
・
の
割
佃
叫
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

､

二九三○

附
則
第
五
十
条
中
会
社
更
生
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定
を
剛
り
、
第
三
十
六
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
椹
改
め
る
。

（
更
生
債
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

［
略
］

［
２
．
３

略
〕

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
袰
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

出
書
に
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
写
し
（
債
務
名
袈

算
機
（
入
出
力
装
侭
を
含
む
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ

イ
ル
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
弓
フ
ァ
イ
ル
」
と

Ⅶ
割
引
）
回
回
閂
矧
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

磁
的
龍
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
胚
書
（
民
事
執

行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第

五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
書
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
公
証
人
法
（
鳴
治
四
十
一
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
害
面
（
公
正

旺
穫
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も

の
に
限
る
。
》
）
又
は
判
決
書
の
割
釧
叫
封
し
く
は
圃
荊

力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
魯
両

に
係
る
蹴
磁
的
配
録
が
裁
判
所
の
使
罵
に
係
る
電
子
計

判
扶
書
（
民
事
訴
舩
法
第
二
百
五
十
三
条
第
一
朝
に
胡

改
正
後

さ
れ
て
い
る
願
項
憩
‐
出

債
務
名
鶴
が
砥

（
更
生
債
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
三
十
八
条
）

第
三
十
六
条

［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

４
更
生
債
格
辱
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
縫
又
は
終
局
判

‐
決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
煎
項
に
規
定
す
る
届

出
害
に
．
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
の
割
Ⅷ
司
剖
債
務
名
装

が
電
磁
的
配
録
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
旺
啓
（
民

事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二

条
第
五
号
に
規
定
す
る
執
行
証
魯
を
い
う
。
）

で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
狂
人
法
（
開
治
四
十
一
年
法
律

第
五
十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（

公
正
証
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し

た
も
の
に
限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
割
州
削
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
前

三一＝‘ー



（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
略
］

［
２
・

３．
略
］

４
前
項
の
届
出
密
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一

略
〕

二
破
産
債
櫓
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
曇
又
は
綻
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

附
則
第
五
十
二
条
中
破
産
規
則
第
三
条
の
改
正
規
定
を
削
り
、
第
三
十
二
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
嚢
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
郁
分
を
こ
れ
に
願
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
戟
は
注
紀
で
あ
る
。

定
す
る
愈
子
判
決
書
（
同
法
第
二
百
五
十
三
条
第
二
項

‐
剣
制
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
伺
嗣
酉
矧
さ
れ
た
も
呵
刷
劉
闇
旬

“
〉
を
い
う
０
）
に
飼
副
廟
劃
制
て
い
る
事
凋
割
刷
剴
引
司

る
こ
と
に
よ
り
桐
創
葡
叫
掴
制
劃
剛
を
齢
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
⑥

［
５

略
］

◆
［
５

同
上
］

判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

闘
廟
巴
■
■
旧
閥
間
間
回
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
下
こ
の
号

回
剖
到
叫
矧
劇
川
圏
引
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
剣
Ｊ
１
同
飼
矧

名
縫
の

改
正
後

名
駿
に
係
る

、

録
が
澱

（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
十
一
条
）

第
三
十
二
条

［
同
上
］

［
２
．
３

同
上
］

４
［
伺
上
］

［
一

同
上
］

二
破
産
債
相
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
農
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

名
賎
の
朝
刊
叶
剖
債
務
名
稜
が
愈
磁
的
記
録
を
も
っ
て

作
成
さ
れ
た
執
行
鉦
書
（
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十

四
年
法
律
第
四
号
）
第
二
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す

る
執
行
証
書
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

改
正
前

〃

一一一

三四

備
考

表
中
の
［
、
〕
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

た
も
の
に
限
る
‐
〕

を
い
う
‐
）
に
配
飼
さ
れ
て
い

る
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
帽
型
閏
し
た
書
画

［
三

略
〕

［
５

略
］

劃
刺
判
凋
も
‐
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
骸
飽
磁

矧
制
詞
函
同
飼
鰯
剤
引
当
引
叫
到
刺
項
を
出
力
す
る
こ
と

回
Ｈ
創
訓
帽
剥
詞
叫
創
釦
劉
判
ｌ
債
務
名
凝
が
愈
磁
的
記
録

を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
執
行
鉦
魯
（
民
事
執
行
法
（

昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
》
第
二
十
二
条
第
五
号

に
規
定
す
る
執
行
鉦
書
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
公
旺
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公

正
旺
穫
に
配
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し

た
も
の
に
限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
割
川
副
判
別
ｑ

圃
国
到
珂
判
閃
闇
判
副
割
對
珂
飼
閏
痢
一
ヨ
ヨ
到
州
引
司
調
調

目
扇
繭
幽
国
開
園
幽
吋
騨
届
薗
哩
よ
り
フ
ァ
イ
畑
同
圏
四
鰯
劃
測

一
項
に
規
定
す
る
趣
子
判
決
書
（
同
法
第
二
百
五
十

最
高

裁
判

所
長

官
今

崎
幸

彦

［
三

同
上
］

［
５

同
上
］

、
公
狂
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
（
公
正
鉦
書
に

肥
録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
全
部
を
出
力
し
た
も
の
に

限
る
。
）
）
又
は
判
決
書
の
割
剥
叫

'

三六 三五
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第
一
条

民
事
解
舩
怯
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
怖
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す

る
規
則
（
平
成
十
八
年
鍛
商
載
判
所
規
則
第
十
号
》
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
ろ
・

民
事
訴
訟
法
第
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則

◎
量
高
裁
判
所
規
則
第
十
一
号

民
事
解
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
瞳
子
情
観
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

ゞ
最

商
裁

判
所

民
事
所
詮
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
危
子
博
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
観
に
関
す
る

規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
民
事
解
鮭
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
梼
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
的
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
配
部
分

（
［

］
で
注
配

し
た
項
番
号
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
飾
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

剛
の
一
部
改
正
）

（
民
咽
到
耐
圏
翠
崗
鞆
刈
掴
第
二
章
鋼
‐
剃
詞
詞
Ｈ
勾
引
督
促
手

続
を
取
り
扱
う
侮
易
裁
判
所
等
）

第
一
条

民
事
所
陸
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
。
以

下
『
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
対
判
別
匂
鋼
刎
劇
画
刺
鯛
判

改
正
後

う
簡
易
裁
判
所
等
）

第
一
条

民
事
瞬
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
。
以

下
「
法
』
と
い
う
．
）
第
百
三
制
引
「
剰
刎
判
剃
珂
引
詞
口

へ

改
正
肋

督
促
手
銃
を
取
り
扱

二

う
喝
》
と
す
る
Ｃ

ｌ３
指
定
簡
易
哉
判
所
の
裁
判
所
書
飽
官
に
対
し
て
は
、

法
第
三
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
簡
易
裁
判
所
が
指
定

簡
晶
裁
判
所
以
外
の
簡
易
裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
も
、

糊
詞
劃
到
珂
側
鋼
姻
副
「
倒
閏
を
用
い
て
支
払
督
促
の
申
立

て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
側
調
勇
司
個
裂
劃
留
閏
側
申
立
て
等
の
範
囲
）

第
二
条

2［副
釧
ヨ
別
の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
判
制
。
引
潮
ｌ
耐
当
吋
斗
梱
週
倒
掴
蜀
詞
鰯
剛
『
側
申
立
て
等

』
と
Ⅱ
州
引
寸
Ｊ
１
は
、
次
に
掲
げ
る
刺
剖
．
Ⅵ
朝
ど
す
る
・
ゞ

た
だ
し
、
債
権
者
が
す
る
も
の
に
限
る
。

園
矧
同
倒
到
副
詞
鮒
馴
樹
剖
矧
咽
剣
圃
間
國
綱
矧
倒
倒

ろ
も
の
（
以
下
「
特
定
電
子
精
報
処
理
組
織
』
と
い

し
た
電
子
愉
報
処
理
組
織
で
あ
っ
て
、
そ
の
考
が
次
条

劉
副
副
矧
瑚
剃
る
申
立
て
等
（
怯
第
百
三
Ｈ
引
忍
剰
判
付
剰

一
項
に
規
定
す
る
申
立
て
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
１
‐
『

を
す
る
た
め
に
最
高
到
鋼
判
雨
矧
酬
醐
置
し
、
及
び
管
理
す

詞
制
則
割
引
竃
め
る
簡
捌
釧
酎
塑
珈
は
、

電
子
情
翰
処
理
組
織
は
、
指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に

側
‐
到
咽
子
叶
測
幽
圃
。
割
鋼
側
「
側
釧
申
立
て
を
す
る
者
の

と
す
る
。

掴
引
荊
ゴ
ヨ
引
刈
淵
判
削
謂
の
司
咽
間
蜘
翻
珂
所
劇
翻
則
で
定
め
る

東
京
簡
易
裁
判
所

１２
指
定
簡
易
戴
判
所
の
裁
判
所
魯
記
官
に
対
し
て
は
、

法
篤
三
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
簡
易
裁
判
所
が
指
定

簡
易
裁
判
所
以
外
の
簡
易
裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
も
、

園
弔
耐
細
姻
副
詞
割
鯛
を
用
い
て
支
払
督
促
の
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条

指
定
簡
易
裁

す
る
こ
と
が
で
き
る

鋼
釧
剖
町
は
、
東
京
鯨
易
蕊
判
所
と
す
る
。

［
新
設
］

と
す
る
。
た
だ
し
、
債
権
者
が
す
る
も
の
に
限
る
。

捌
園
制
刻
劉
劉
調
㈲
副
調
姻
劃
調
劉
嗣
（
馴
村
１
司
咽
子
情
細
例
「

函
醐
『
鰯
」
と
い
う
．
）
を
用
い
て
す
る
側
刷
到
荊
詞
刮
詞
圏

す
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
（
以
下
「
亀
子
督
促
手
続

関
係
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
指
定
簡
易

一
項
に
規
定
す
る
申
立
て
等
を
い
う
‐

以
下
同
じ
‘
》

（
圃
割
釦
副
偲
謂
型
例
閲
鯛
劇
刈
羽
司
割
「
の
範
囲
）

次
に
掲
げ
る
申
立
て
等
（
法
第
百
三
判
斗
引
鋼
刎
判
剃
詞

掴
鬮
圃
創
到
銅
剣
当
阿
の
裁
判
所
害
配
官
に
対
し
て

圃
割
倒
促
君
蜘
閲
倒
剰
刺
矧
副

四 三

は



第
三
条

2名
（
亀
子
悪
名
及
び
餌
鉦
業
務
に
閥
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

唖
子
野
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
｝
を
行
い
、
こ
れ
を

当
該
電
子
悪
名
に
係
る
電
子
厩
明
魯
（
電
子
悪
名
を
行

っ
た
者
を
砿
腿
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
咳

者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鉦
関
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
砥
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
併
せ

て
送
侶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
麟
危
子

鉦
明
書
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
も
の

に
限
る
．

［
一
～
三

略
］

指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
蹄
に
係
る
電
子
計
算
槻
に
傭
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な
犠
式
に
従
い
、
餉

条
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
等
に
閲
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
嘗
面
等
（
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
書
面
等
を
い
う
。
）
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
率
項
を
当
骸
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か

ら
入
力
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
咳
申
立
て
等
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

特
定
督
促
手
統
関
係
申
立
て
等

二
～
六

略
］

［
削
る
］

へ特
定
督
促
手
統
関
係
申
立
て
等

特
定
督
促
手
統
関
係
申
立
て
等

に
係
る
傭
報
に
愈
子
悪

を
す
る
者
は
、
当
咳

の
方
式
等
〉

を
す
る
者
は
、

第
三
条

2

［
一
～
六

同
上
〕

切
法
第
九
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
訴
舩
に
関
す

る
事
項
の
旺
明
谷
の
交
付
の
餉
求

名
（
睦
子
暑
名
及
び
認
圧
案
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

電
子
悪
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
）
を
行
い
、
こ
れ
を

当
咳
瞳
子
署
名
に
係
る
瞳
子
睡
明
谷
（
融
子
署
名
を
行

っ
た
肴
を
砿
圏
す
る
た
め
に
駕
い
ら
れ
る
事
項
が
当
陵

者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
征
関
す
る
た
め
に
作
成

さ
れ
た
晒
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

と
併
せ

て
送
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
餓
愈
子

匠
明
書
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。

ご
～
三

同
上
］

電
子
督
促
手
絞
関
係
申
立
て
等

指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
樋
に
備
え

ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
龍
竣
樺
式
に
従
い
、
前

条
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
書
面
等
（
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定

す
る
書
面
等
を
い
う
。
）
に
配
戦
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項
を
当
該
春
の
使
用
に
係
る
電
子
叶
算
樋
か

ら
入
力
す
る
方
法
に
よ
り
、
当
砿
申
立
て
等
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

へ画
型
劃
固
促
謂
麺
調
圏
捌
劇
画
司
覇

厩
醇
間
凶
鵬
廃
閣
幽
哩
係
申
立
て
等

咽
引
例
剰
娼
尹
釦
調
剰
鯛
申
立
て
鋼
ぞ

に
係
る
情
銀
に
冠
子
署

を
す
る
者
は
、
当
骸

の
方
式
等
）

六 五 す
る
者
は
、

６
特
‐
定
支
払
督
促
申
立
て
を
し
た
場
合
に
お
け
る
法
第

三
百
九
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
債
権
者

の
同
意
は
、
樹
崗
劃
副
詞
間
剥
刷
詞
弓
倒
掴
を
用
い
て
す
る

仮
執
行
の
宣
曾
の
申
立
て
の
時
躯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

二
・
二

略
〕

４
糊
制
剰
創
智
両
側
劇
割
当
可
を
す
る
場
合
に
は
、
間
時
に

、
趣
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
国
劇
訓
開
副
別
刷
則
Ｊ
皿
型
明
刈

年
最
闘
剰
到
型
阿
測
則
第
五
号
）
第
四
十
五
鋼
の
二
に
規

定
す
る
愈
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
届
け
出
厳
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
法
第
三
百
九
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
揃
定
は
、

糊
調
詞
創
科
矧
個
劇
制
コ
則
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

３
将
調
詞
割
調
間
鯏
例
詞
調
掴
繍
を
用
い
て
す
る
支
払
督
促

の
申
立
て
（
以
下
「
樹
詞
劉
飼
料
矧
側
申
立
て
』
と
い
う

。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
当
餓

事
項
を
証
す
る
情
報
を
当
紘
申
立
て
に
係
る
情
報
と
併

せ
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ
て
鉦
関
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は

、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
愈
子
証

明
書
を
送
侭
す
る
方
按
に
限
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
は
、
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す

る
傭
報
に
作
成
者
が
愈
子
悪
名
を
行
い
、
こ
れ
を
当
該

愈
子
暑
名
に
係
る
危
子
旺
明
香
（
伺
項
各
号
の
い
ず
れ

か
に
皎
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
併
せ
て
送
伯
す
る

方
法
に
限
る
。

。
・
二

同
上
〕

４
園
子
支
払
督
促
申
立
て
を
す
る
場
合
に
は
、
同
時
に

、
愈
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
刷
子
メ
ー
ル
の
利
用
者
を

園
別
す
る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
紀
号
そ
の
制
。
判
翻
矧

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
〉
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
●

５
法
第
三
百
九
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
は
、

副
詞
型
到
抽
翻
引
個
刺
制
。
判
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

６
唖
子
支
払
督
促
申
立
呵
を
し
た
溺
合
に
お
け
る
法
第

三
百
九
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
笹
に
規
定
す
る
債
櫓
者

の
同
意
は
、
矧
剰
刑
欄
細
刎
劃
ヨ
綱
馴
を
用
い
て
す
る
仮
執

行
の
宣
言
の
申
立
て
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
園
調
創
旧
鯏
刎
詞
謂
掴
綱
を
用
い
て
す
る
支
払
督
促
の
申

立
て
（
以
下
『
囲
判
劉
創
剰
倒
制
喝
刺
制
．
Ⅶ
』
と
い
う
。
〉

を
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
亭
項
は
、
当
鮫
事
項

を
柾
す
る
情
報
を
当
鮫
申
立
て
に
係
る
構
報
と
併
せ
て

送
侭
す
る
方
法
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
た
だ
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
上
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
唖
子
鉦
畷
書

を
送
憤
す
る
方
法
に
限
り
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
は
、
委
任
に
よ
る
代
理
人
の
権
限
を
証
す
る
情

報
に
作
成
者
が
愈
子
暑
名
を
行
い
、
こ
れ
を
当
餓
趣
子

悪
名
に
係
る
勉
子
証
開
宵
（
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
．
）
と
併
せ
て
送
侶
す
る
方
法

に
限
る
。

八 七



剖
刑
Ｊ
１
損
因
劉
。
司
刈
十
九
条
に
規
定
す
る
債
枢
者
の
同

意
は
へ
糊
謁
剰
飼
料
倒
個
劇
割
当
可
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
条

［
削
る
］

21．
割
．
剖
倒
調
制
創
罰
通
知
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
届
け
出
ら
れ
た
勉
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
詞
．
Ⅵ
に
圃
剖
珂

刈
Ⅱ
Ⅷ
川
１
割
『
朝
飼
副
別
刷
則
第
四
十
羽
鋼
の
一
同
Ｈ
副
詞
判
珂

●

引
咽
。
訓
刊
川
叫
刺
叫
う
ｑ
Ｊ
ｌ
を
送
値
す
る
方
法
に
よ
っ

て
す
る
。

釧
糊
割
固
剰
捌
督
促
申
立
て
を
し
た
場
合
に
お
け
る
国
刺

い
、

［
削
る
］

詞
副
召
斗
司
九
十
用
閣
閣
隅
隅
躍
由
顧
凹
問
胃
購
画
開
嗣
鰯
挫
》
里

側
咽
副
判
同
到
剰
酬
創
割
旬
劉
到
圏
Ｈ
潤
け
る
潤
鯛
司
馴
判
条
‐
の

１７
駐
子
督
促
手
練
関
係
申
立
て
等
で
あ
っ
て
帥
条
第
一

号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
す
る
者
は
、
手
数
料

を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
・
令
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
当
骸
電
子
督
促
手
続
関
係
申
立
て
等
を

し
た
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
憎
叙
に
よ
り
当
該
手

数
料
を
納
付
し
雄
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
を
却
下
す
る
処
分
の
告
知

二
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
申
立
て
の
不
備
を
補
正

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
処
分
の
告
知

訓
，
馴
劇
口
Ｈ
詞
州
制
引
璃
創
製
別
到
溺
飼
劃
．
引
刈
村
刈
型
劉
劉
司

卿
に
規
定
す
る
債
栴
者
の
同
意
は
、
副
詞
剥
創
剰
倒
刷
副
荊

刻
剣
叩
の
時
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

31 畑
劇
矧
到
刈
）

第
四
条

剖
川
剖
Ｉ
法
第
三
百
九
十
九
条
第
三
項
の
規
定

は
、
電
子
督
促
手
統
関
係
申
立
て
等
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
処
分
の
告
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

’

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
申
立

〔
新
設
］

ヨ
詞
回
国
劉
硝
詞
割
闇
剰
梱
割
固
矧
訓
剖
旬
通
知
は
、

四
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
冠
子
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
釧
判
Ⅶ
に
刷
子
メ
ー
川
を
送
信
す
る
方
法
に
よ
っ
て

す
る
。

（
１
１

鯛
斗
制
到
回
Ｊ
詞
叫
剣
Ⅵ
墹
劇
判
制
る
法
鯛
ヨ
司
刺
判
打
刈
型
劃
詞

九一○

前
条
第

［
削
る
］

踊
鯏
閤
調
則
鋼
制
割
祠
到
呵
ヨ
園
珂
「
項
‐
心
適
‐
用
に
つ
い
て
は

１
尉
淵
判
刷
４
劃
割
型
副
ヨ
型
コ
ヨ
鯛
刷
判
呵
剖
圃
。
“
圃
報
烟
掴
「

細
剖
閏
同
刈
る
申
立
て
等
「
討
珂
引
呵
．
判
珂
損
』
と
あ
る
の

因
１
１
『
剖
薫
詞
司
ゴ
「
詞
．
型
剰
刺
Ｈ
１
劃
副
詞
刑
剣
刷
君
国
細
倒
『

に
よ
る
申
立
て
等
）
第
一
項
の
方
法
又
は
害
面
に
よ
る

方
怯
」
と
詞
割
引
Ｉ

（
砥
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
｝

剰
剴
訶
詞
賊
子
支
払
督
促
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
に
鴎

し
・
法
第
四
百
条
第
一
項
の
規
定
・
に
よ
り
電
磁
的
配
録

の
作
成
等
（
同
項
に
規
定
す
る
作
成
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
次
←
の
各
号

に
掲
げ
る
処
分
と
し
、
指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書

配
官
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
餓
磁
的

妃
録
の
作
成
等
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
咳
各

号
に
定
め
る
事
項
を
当
該
指
定
簡
易
裁
判
所
の
使
用
に

係
る
愈
子
計
算
槻
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
妃
録
す

る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

支
払
督
促

法
令
の
規
定
に
よ
り
当
餓
処
分
に
係

る
書
面
に
記
戦
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
本
項

二
愈
磁
的
配
録
の
作
成
等
が
さ
れ
た
支
払
督
促
に
つ

い
て
の
仮
執
行
の
宣
言

当
該
支
払
督
促
に
つ
い
て

仮
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
及
び
手
練
の
費
用

額

２
指
定
簡
易
裁
判
所
の
鮫
判
所
魯
記
官
は
、
抽
吸
第
二

号
に
掲
げ
る
錘
分
に
つ
い
て
危
磁
的
配
録
の
作
成
等
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
は
、

一二



［
削
る
］

一

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
申
立

＠
て
を
却
下
す
る
処
分

二
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
申
立
て
の
不
備
を
補
正

す
べ
き
こ
と
を
命
ず
ろ
処
分

三
支
払
瞥
促
の
更
正
の
処
分

４
法
第
四
百
一
条
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

電
磁
的
紀
録
の
作
成
等
が
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
準
用

す
る
‐
。

（
砿
磁
的
配
録
に
係
る
所
蝕
配
録
の
正
本
等
の
作
成
）

剰
却
釦
詞
法
第
四
百
一
条
第
一
項
爬
規
定
す
る
愈
磁
的
記

録
部
分
の
正
本
、
鰭
本
又
は
抄
本
の
作
成
に
当
た
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
当
麟
拘
定
簡
易

裁
判
所
の
使
用
に
係
る
愈
子
計
算
機
に
傭
え
ら
れ
た
フ

ァ
イ
ル
に
配
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一

執
行
文
を
付
与
し
た
と
き

民
事
執
行
規
則
〈
昭

和
五
十
四
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
十
八
条

第
一
項
｛
第
三
号
を
除
く
。
〉
に
規
定
す
る
事
項

二
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
支
払
督
促
の
正
本
を
更

に
交
付
し
た
と
き

民
事
執
行
規
則
第
十
八
条
第
二

項
に
規
定
す
る
事
項

３
‐
指
定
簡
昼
裁
判
所
の
餓
判
所
書
配
官
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
処
分
に
つ
い
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
等
を
す

る
場
合
に
は
、
当
該
処
分
に
係
る
事
項
を
当
政
指
定
佃

易
戟
判
所
の
使
用
に
係
る
趣
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

一四 一三

（
氏
名
又
は
名
称
を
畷
ら
か
に
す
る
措
侭
）

痢
刮
詞
詞

特
泡
翻
刷
留
詞
鯛
閲
国
到
引
刺
て
淳
を
制
引
旬
鯛
封
固

制
剖
引
引
濁
第
百
三
十
二
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
氏

名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
憧
は
、
第
三
条
第
二

［
削
る
］

る
啄
子
証
明
書
と
併
せ
て
送
憤
す
る
こ
と
と
す
る
。

【
削
る
〕

る
怖
報
に
電
子
悪
名
を
行
い
、
こ
れ
を
同
項
に
規
定
十

項
の
規
定
に
よ
り
糊
‐
泡
督
促
羽
銅
調
圏
鯛
刺
制
．
劃
矧
に
係

１２
法
第
四
百
条
第
二
項
に
お
い
て
顕
用
す
る
法
第
百
三

十
二
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
氏
名
又
は
名
称
を
明

ら
か
に
す
る
措
置
は
、
法
第
四
百
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
作
成
等
が
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情

報
に
危
子
署
名
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
賓
用
の
予
納
の
特
例
）

剰
刈
型
『
継
綴
的
に
か
つ
反
復
し
て
電
子
支
払
督
促
申
立

て
を
し
よ
う
と
す
る
債
椎
春
（
法
人
に
限
る
。
）

は
、

指
定
簡
易
裁
判
所
の
壁
録
を
受
け
た
と
き
は
、
当
骸
愈

子
支
払
督
促
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
の
郵
便
物
の
料

金
等
（
郵
便
物
の
料
金
又
は
民
事
解
詮
受
用
零
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
三
条

は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
当
鮫
愈
磁
的
配
録
部
分
の
内

容
を
出
力
し
た
書
面
に
、
正
本
、
雅
本
又
は
抄
本
で
あ

る
こ
と
を
罷
載
し
、
指
定
簡
易
鮫
判
所
の
裁
判
所
書
記

官
が
妃
名
押
印
し
雄
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
は
、
削
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
蹴
磁
的
肥
録
の
作
成
等
が
さ
れ
た
部
分
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

“
（
氏
名
又
は
名
称
を
関
ら
か
に
す
る
措
置
）

剰
刊
副
詞
濁
第
百
三
十
二
条
の
十
第
四
項
に
規
定
す
る
氏

名
又
は
毛
弥
を
聡
ら
か
に
す
る
描
置
は
、
第
三
条
第
″
二

項
の
規
定
に
よ
り

る
情
報
に
愈
子
署
名
を
行
い
、
こ
れ
を
同
項
に
規
定
す

る
愈
子
歴
弱
書
と
併
せ
て
送
憶
す
る
こ
と
と
す
る
。

剛
副
詞
倒
促
手
鯛
‐
関
係
申
塑
判
引
劉
に
係

一六 一五



（
人
亭
官
弾
劾
裁
判
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

人
事
官
弾
劾
裁
判
手
銃
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

（
脈
蝕
へ
の
移
行
に
よ
る
配
録
の
洲
型
劉
ヨ

剰
刮
剴
詞
法
第
三
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
督
促

備
考

表
中
の
［

］
の
配
載
及
び
対
象
規
定
の
二
麓
傍
線
を
付
し
た
標
配
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

を
発
し
た
裁
判
所
書
紀
官
の
所
風
す
る
指
定
簡
易
裁
判

所
と
は
異
な
る
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
餓
判
所
に
訴
え

の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
麟

指
定
簡
易
裁
判
所
の
餓
判
所
香
記
官
は
、
遅
滞
な
く
、

当
餓
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
戴
判
所
の
餓
判
所
書
記
官

に
胴
副
蜀
函
鍛
制
劉
画
理
剣
訓
創
副
稲
洲
劇
剛
劃
鋼
圃
な
ら
な
齢

に
規
定
す
る
億
審
便
の
役
務
に
関
す
る
料
金
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
充
て
る
た
め
の
受
用
を
一
括
し
て
予

納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
予
納
は
、
現
金
で
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
今

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
予
納
さ
れ
た
現
金
は
、
同
項

の
登
録
を
受
け
た
債
権
者
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
危

子
支
払
督
促
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
に
お
い
て
郵
便

物
の
料
金
等
の
支
払
の
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ
の

必
要
が
生
じ
た
順
に
、
当
炊
郵
便
物
の
料
金
等
に
充
て

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
脈
鮭
へ
の
移
行
に
よ
る
配
録
の
遡
酬
劉
引
）

ら

剃
汕
釦
詞
法
第
三
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
督
促

を
発
し
た
餓
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
指
定
簡
易
裁
判

所
と
は
異
な
る
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
豚
え

の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
当
麟

指
定
簡
易
裁
判
所
の
裁
判
所
書
紀
官
は
、
遅
滞
な
く
、

当
麟
簡
易
裁
判
所
又
は
地
方
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官

に
対
し
、
胴
副
詞
唱
矧
の
型
劃
利
劃
圏
闘
鯛
劉
呵
矧
刎
鋼
囚
闇
司

が
さ
れ
飼
昌
朝
釧
凶
引
い
て
は
■
団
扇
儲
睦
厩
旧
閣
岬
顧
問
圃
幽

掴
掴
劉
璃
呵
咽
剣
掴
翻
凹
剛
綱
剖
捌
詞
。
Ｈ
祠
到
週
間
割
Ｊ
割
ｕ

掛
川
剖
幽
閂
な
ら
な
い
。

一七一八

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
梱
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
梗
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
解
追
状
送
連
の
省
略
）

第
四
条

国
会
が
国
家
公
務
員
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
訴
追
状
の
覇
川
副
を
解
追
に
閑
引
到
人
事
官
に
送
付

し
た
こ
と
を
胚
す
る
害
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
鮫
判

所
は
ゞ
解
追
状
の
送
達
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

口

２
画
会
は
、
前
剰
制
劉
糊
定
に
よ
る
報
．
画
刎
劃
閉
叫
回
斜
引
剰

て
、
最
高
鋼
軸
ユ
別
刷
銅
詞
醐
司
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

綱
‐
蜀
刺
う
１
〕
ｌ
圏
使
用
Ｌ
て
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電

子
冊
刻
酬
『
判
別
制
司
劉
到
圃
を
劃
制
引
Ｊ
１
料
側
判
割
引
刎
掴

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
に
よ
り
隠
而
酌
凹
園
目
圃
国
睡

司
剖
副
判
１

釧
鬮
割
引
飼
腿
法
（
平
劇
川
型
Ⅷ
潰
徽
潮
司
副
劉
罰
『
副
劃
司
ヨ

制
剴
司
鋼
の
十
一
第
一
調
（
第
一
号
口
側
刻
劃
明
瑚
伺
隈
る

ｑ
Ｊ
ｌ
圏
胡
刺
割
．
判
刎
劃
到
画
刷
１
制
．
Ｈ
到
呵
規
崗
詞
矧
到
劉

■

劃
『
呵
呵
姻
幽
回
剖
司
叫
呵
燗
用
す
る
に
こ
の
場
司
科
料
Ⅷ

。
Ｉ
尉
園
調
痢
斗
制
副
珂
引
側
鋼
第
一
卿
引
川
旬
釧
引
司
鋤
圃
別

； ：

韮

：

司
州
覗
剖
副
剛
錨
判
銅
剣
到
珂
鯛
倒
甜
馴
第
四
鋼
圃
『
．
羽
『
ｌ
劉
函
函

改
正
後

（
訴
追
状
送
逮
の
省
略
）

第
四
条

国
会
が
国
家
公
務
員
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
訴
追
状
の
割
●
を
所
追
に
洲
刑
訓
司
人
事
官
に
送
付

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
裁
判

所
は
、
解
追
状
の
送
違
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

［
新
設
一

［
新
殻
］

改
正
前

一九二○



（
民
事
腓
舩
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

民
事
解
陸
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

。

第
一
条
中
民
事
解
陸
規
則
《
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
第
五
十
三
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
配
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
『
対
象
規
定
』
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

備
考

表
中
の
『

一
の
配
載
及
び
対
象
規
定
の
二
趣
傍
線
を
付
し
た
標
配
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。

（
訴
状
の
配
裁
車
項
・
法
第
百
三
十
四
条
）

第
五
十
三
条

〔
略
］

［
２
．
３

略
］

４
解
状
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
列
．

岡
捌
倒
削
旬
調
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

み
替
え
る
も
の
と
す
る
‐

二1 -1

3

る
法
律
（
平
成
‐
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
》
第
二

調
Ｊ
制
罰
圏
司
剰
刊
対
詞
回
剖
閨
割
呵
到
濁
川
劉
矧
別
萄
州

劇
倒
刈
割
園
別
嗣
劉
た
剃
刎
割
引
刎
利
矧
割
凶
閲
制

刷
劃
刻
団
計
刎
閃
劃
刈
刎
剣
側
樹
矧
副
胡
園
昭
調

当
事
者
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
鞄
定

改
正
後

（
所
状
の
記
載
事
項
・
法
第
百
三
十
四
条
）

第
五
十
三
条

［
同
上
〕

［
２
．
３

同
上
】

４
所
状
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
刷

告
又
繊
そ
の
代
理
人
の
郵
便
番
号
及
創
‐
圃
飼
番
号
等
を

配
蔵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
殴
］

改
正
前

二一二二

（
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
観
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
統
に
お
い
て
用
い
る
臓
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則

第
十
五
号
）
の
，
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
．
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
民
事
翫
舩
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督

促
手
続
に
関
す
る
規
則
」
を
「
民
事
鮮
詮
法
第
八
福
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
◇

（
軽
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
別
に
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
謙
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
侭
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
に
記
録

さ
れ
た
署
名
用
電
子
鉦
虜
書
（
電
子
悪
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
駆
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
征
明
書
を
い
う
。
）
を
送
侭
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
最
高
裁
判
所
」
と
、
『
鯖
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と

あ
る
の
は
「
鱒
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

３
こ
の
規
則
の
施
行
帥
に
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
趣
子
憎
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱

う
民
事
解
鮭
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
最
高
裁
判
所
の
細
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
磁
別
符
号
は
、
第
一
条
第
三
項
又
は
第

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
職
別
符
号
と
み
な
す
。

附
則

‘

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
民
事
所
蝕
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
。
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
次
条
に

お
い
て
「
施
行
日
』
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
‐
た
だ
し
、
第
三
条
の
規
定
及
び
第
四
条
中
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
銃

備
考

表
中
の
〔

］
の
記
較
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
肥
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。

う
。
）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
骸
法
人
番
号

二|型 二三

、



第
二
条

星
、
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
所
睡
法
飾
八
編
第
二
章
の
規
定
に
よ
る
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
で
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
申
し
立
て
ら
れ
る
特
定
支
払
督
促
申
立
て
（
新
規
則
第
三

●
Ｆ

条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
支
払
督
促
申
立
て
を
い
う
。
）
に
係
る
督
促
手
練
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
申
し
立
て

ら
れ
た
危
子
支
払
督
促
申
立
て
（
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
民
率
解
舩
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
冠
子

情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
餓
子
支
払
督
促
申
立
て
を
い

う
。
〉
に
係
る
督
促
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

則
鮒
則
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

．

に
お
い
て
用
い
る
歓
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
附
則
を
同
規
則
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
を
付
し
、
伺
規

最
高

裁
判

所
長

官
今

崎
幸

彦

、

。

二五

０
９
町
一

〆


